
 

 

議  案  第  １５  号  

 

 

新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する

条例の制定について  

 

新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例を次の

とおり制定する。  

 

平成２７年２月２３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する

条例  

 

（趣旨）  

第１条  この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」と

いう。）に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し必要

な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。  

 （保育料）  

第３条  法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２号及び第

３０条第２項各号の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の

所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額（以下「保育料」という。）は、当

該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。  

２  前項の規定にかかわらず、幼稚園（新居浜市立幼稚園設置条例（昭和３４年条例第



 

 

５号）第２条の表に掲げる幼稚園をいう。）を利用する支給認定子どもの保育料につ

いては、新居浜市立幼稚園保育料徴収条例（平成２７年条例第   号）において定め

るとおりとする。  

（保育料の徴収）  

第４条  市長は、保育園（新居浜市立保育所設置及び管理条例（昭和３９年条例第２１

号）別表に掲げる保育園をいう。以下同じ。）において保育を受けた支給認定子ども

に係る支給認定保護者又は扶養義務者（以下「支給認定保護者等」という。）から前

条第１項に定める保育料を徴収する。  

（保育料の減免）  

第５条  市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除すること

ができる。  

（保育園における延長保育料）  

第６条  市長は、保育園において延長保育事業（法第５９条第２号に規定する事業をい

う。）による保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者等から当該延長保育

事業に係る費用（以下「延長保育料」という。）を徴収する。  

２  前項の規定により徴収する延長保育料の額は、３０分までごとにつき２００円の範

囲内で規則で定める額とする。  

（保育園における一時保育料）  

第７条  市長は、保育園において一時預かり事業による保護を受けた小学校就学前子ど

もに係る保護者又は扶養義務者から当該一時預かり事業に係る費用（以下「一時保育

料」という。）を徴収する。  

２  前項の規定により徴収する一時保育料の額は、１回につき１，５００円の範囲内で

規則で定める額（規則で定める時間を超えて当該一時預かり事業による保護を受けた

場合にあっては、当該額に３０分までごとにつき２００円の範囲内で規則で定める額

を加算した額）とする。  

（保育料、延長保育料及び一時保育料の納期限）  

第８条  保育料、延長保育料及び一時保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める日までに納付しなければならない。  

（１）保育料  毎月末日  



 

 

（２）延長保育料  延長保育事業による保育を受けた日  

（３）一時保育料  一時預かり事業による保護を受けた日  

（委任）  

第９条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

（特定保育所に係る保育料の経過措置）  

２  法附則第６条第４項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年

齢等に応じて定める額は、規則で定める額とする。  

３  前項に規定する額は、第５条の規定を準用する。  

（私立幼稚園に係る保育料の経過措置）  

４  法附則第９条第１項各号の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属す

る世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、当該各号の政令で定め

る額を限度として規則で定める額とする。  

（新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部改正）  

５  新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を次のように改正する。  

第１条中「に欠ける乳児又は幼児（以下「乳幼児」を「を必要とする乳児、幼児そ

の他の児童（以下「乳幼児等」に改める。  

第５条及び第６条中「乳幼児」を「乳幼児等」に改める。  

  第７条を削り、第８条を第７条とする。  

 

提案理由  

子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料

等を定めるため、本案を提出する。  


